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子会社等を整理する場合の
損失負担金等

当社の子会社は、ここ数年来債務

超過の状況が継続しており、自力再

建を断念せざるを得ず、その経営権

をA社に譲渡することとな切ました。この譲
渡にあたり、A社より次の条件を提示されて
受けることとしましたが、当社の負担するこ

れらの損失負担金等は、法人税法上「寄付金」

として損金算入の制限を受けるのでしょう

か ?

① 子会社に対する当社の債権の全部を放棄
すること

② 当社が所有する子会社の株式の全部をA
社に無償譲渡すること

③ 子会社の従業員の退職金資金の半額に相
当する金額を提供すること

法人税法基本通達では、「法人が

その子会社等の解散、経営権の譲渡

等に伴い、その子会社等のために債

務の引受その他損失負担又は債権放棄等をし

た場合において、その損失負担等をしなけれ

ば、今後、より大きな損失を蒙ることになる

ことが社会通念上明らかであると認められる

ため、止むを得ずその損失負担等をするに至

った等そのことについて相当な理由があると

認められるときは、その損失負担等により供

与する経済的利益の額は、寄付金の額に該当

しないものとする」と、その取扱いを定めて

います。

ご質問の場合は、A社の要求をすべて受け
なければ、子会社の整理にさらに多額の資金

等を要することが明らかであり、親会社が蒙

る損失がさらに拡大すると思われます。した

がって、これらの行為には相当の理由がある

ものと認められ、債権放棄等は寄付金とは取

り扱われません。
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品
体
験
モ
ニ
タ
ー
に
支
払
う
謝
礼
金
に

対
す
る
源
泉
徴
収

田
悧
　
イ
エ 当
珊
配
修
静
神
棚
洵
動
鴻
醇

内

で
販
売
し
て

い
ま
す
。
こ
の
た
び
、

商
品
の
拡
販
戦
略
と
し
て
、　
一
般
公
募

に
よ
り
、　
一
ヶ
月
間
商
品
を
連
続
使
用

し
て
も
ら

い
、
使
用
し
た
感
想
文
を
提

出
す
る
モ
ニ
タ
ー
を
三
〇
人
ほ
ど
集
め

ま
し
た
。

そ
の
報
酬
は

一
律
五
万
円
を
予
定
し

て
い
ま
す
が
、
そ
の
支
払
の
際
、
源
泉

所
得
税
は
徴
収
す
る
の
で
す
か
？

ご
質
問
の
場
合
は
、
感
想
文

に
対
す
る
報
酬
の
支
払
と
考
え

ま
す
の
で
、
所
得
税
法
に
規
定
す

稿
料
の
支
払
と
し
て
原
則
と
し
て

％
の
源
泉
所
得
税
を
徴
収
す
る
必

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

零Ь畠完答

医療法人における事業税

区王]すデ罫銚講予褻霜評星祭〒軍考合遷
計上されましたので、法人税、住民税、事業

税を申告納税 しました。ところが、今期末に

なって、事業税の中間 (予定)申告を行って
いないことに気付いたのですが、問題ないの

でしょっか ?

地方税法ではへ以下の法人につい

ては、事業税の中間申告を要 しない

こととされています。

1 公益法人等 (地方税法第72条の 5第 1

項各号に掲げる法人)

2 人格のない社団等 (地方税法第72条の
2第 4項に規定するもの)
3 特別法人 (地方税法第72条の24の 7第
6項各号に掲げる法人)
4 -定の要件を満たす外国法人

医療法人は上記 3の特別法人に該当します

ので事業税の中間申告は要 しません。
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10月 号 ――-4

010月 の 税 務 と労 務 o(神無別  OCro疎
∂冒・体盲の耳 国

国

税/9月分源泉所得税の納付    10月 10日

税/特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月 15日

税/8月決算法人の確定申告

(法人税・消費税等)10月 31日

国 税/2月決算法人の中間申告    10月 31日
国 税/11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告

(年3回の場合)10月 31日

地方税/個人の道府県民税及び市町村民税の第3期分

納付     市町村の条例で定める日

労 務/労働者死傷病報告 (7月 ～9月分)10月 31日

労 務/労災の年金受給者の定期報告
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ゴルフ場を利用したときには、地方税 (道府

県税)である「ゴルフ場利用税」が利用者に対

して課税されます。税率は二人1日につき800円

が標準ですが、ゴルフ場の整備状況に応じて

都道府県が税率に差を設けることができます

(上限1,200円 )。 18歳未満、70歳以上等一定の

。場合には非課税となります。

(7月 ～12月生まれ)10月 31日



秋
は
税
務
調
査
の
最
も
多

い
シ
ー
ズ

ン
で
す
。
そ
こ
で
、
最
近
の
税
務
調
査

に
つ
い
て
Ｑ
＆
Ａ
方
式
で
ポ
イ
ン
ト
を

整
理
し
て
み
ま
す
。

―
　
税
務
調
査
の
意
味

∩Ч
で勇増勒務調査は行われるの

日
本
の
納
税
制
度
は
自
主
申
告

が
原
則
と
な

っ
て
お
り
、
自
分
が

納
め
る
税
金
に
つ
い
て
、
税
法
に
基
づ

い
て
自
分
で
所
得
額
と
税
額
を
計
算
し
、

自
分
で
申
告
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま

す
。し
か
し
、
全
て
の
納
税
者
が
正
確
な

申
告
を
行

っ
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
課
税
の
公
平
を
維
持
し
、
民

主
的
な
中
告
納
税
制
度
を
守
る
た
め
に
、

納
税
者
が
申
告
し
た
内
容
が
正
し
い
か

日
に
計
上
し
て
い
る
例
が
数
多
く
あ

り
、
引
渡
日
と
請
求
日
や
入
金
日
の

間
に
決
算
終
了
日
が
入
る
と
税
務
上

ト
ラ
ブ
ル
に
な
り
、
売
上
計
上
漏
れ

と
な
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

な
お
、
次
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
適
正
に
処
理
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

①
　
製
品

・
商
品
を
販
売
し
た
場
合

物
の

「
引
渡
し
の
あ

っ
た
日
」
に

計
上
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
図
表

２
の
計
上
基
準
の
中
か
ら
、
取
り
扱

う
製
品
等

の
種
類
や
性
質
、
契
約
内

容
、
取
引
形
態
な
ど
を
考
慮
し
て
、

合
理
的
と
思
わ
れ
る
基
準
を
選
択
し
、

継
続
し
て
適
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

②
　
請
負
の
場
合

物

の
引
波
し
を
要
す
る
も

の
は
、

そ
の
物
を
完
成
さ
せ
相
手
方
に
引
渡

し
た
時
に
計
上
し
ま
す
。
左
官
や
電

気
工
事
等

の
よ
う
に
役
務

の
提
供

の

場
合
は
、
契
約
し
た
役
務
の
全
部
が

完
了
し
た
日
に
計
上
し
ま
す
。

③
　
固
定
資
産
を
譲
渡
し
た
場
合

原
則
は
、
動
産
類
と
同
様
に
相
手

方
が
使
用
収
益
開
始
の
日
に
引
渡
し

が
あ

っ
た
も
の
と
し
て
計
上
し
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
可

能
で
す
。

◎
引
渡
し
日
が
不
明
の
勤
合
は
、
代

金
の
概
ね
五
〇
％
以
上
を
収
受
し

た
日
、
又
は
所
有
権
移
転
登
記
中

請
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日

◎
契
約
の
効
力
が
発
生
す
る
日

（特

例
）

④
　
利
子
を
受
け
取
っ
た
場
合

預
貯
金
や
貸
付
金
な
ど
か
ら
の
利

子
は
、
利
子
の
計
算
期
間
の
経
過
に

応
じ
て
計
上
す
る
の
が
原
則
で
す
。

特
例
と
し
て
、
支
払
期
日
が

一
年

以
内

の

一
定
期
間
ご
と
に
到
来
す
る

ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
こ
れ
が
税
務
調
査
で
す
。

税
務
調
査
が
行
わ
れ
る
サ
イ
ク
ル
は
、

三
～
五
年
に

一
回
と

い
う
ケ
ー
ス
が

一

般
的
で
す
。
ま
た
、
新
設
法
人
の
場
合

は
、
三
年
後
に
税
務
調
査
が
行
わ
れ
る

可
能
性
が
高
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
業
種
や
税
歴
に
よ

っ
て
は

二
年
連
続
で
税
務
調
査
が
行
わ
れ
る
ケ

ー
ス
も
あ
り
、
逆
に
十
年
間
行
わ
れ
な

い
こ
と
も
あ
る
な
ど
、
そ
の
法
人
に
よ

っ
て
様
々
で
す
。
特
に
脱
税
な
ど
の
不

正
が
あ

っ
た
場
合
や
悪
質
な
法
人
に
対

し
て
は
、
重
点
的
に
税
務
調
査
が
行
わ

れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

２
　
調
査
先
の
選
定

∩
Ч
法
卸
喝
襴
妨
税
暖
刹
謡
胸
脚
割
哨

ま
す
が
、
税
務
署
は
ど

の
よ
う

に
調
査

対
象
法

人
を

選
定

し

て

い
る

の
で
す

か
？

Ａ
ａ

を
郎
�
叶
亡
呻
吋
到
わ
鴎
Γ
舟
は

区
分
し
て
調
査
を
行
う
仕
組
み
に
変
更

し
て
い
る
よ
う
で
す
。

Ａ
グ
ル
ー
プ
は
申
告

・
納
税

の
実
績

が
良
好
な
法
人
で
、
Ｃ
グ
ル
ー
プ
は
調

査
の
対
象
と
し
て
注
目
す
る
法
人
、
Ｂ

グ
ル
ー
プ
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
属

さ
な
い
法
人
で
す
。

調
査
先
を
選
定
す
る
過
程
で
は
、
次

の
よ
う
な
準
備
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

第

一
次
調
査
選
定
作
業
と
し
て
は
、

過
去
数
年
の
申
告
内
容
や
調
査
状
況
が

記
録
さ
れ
た
税
歴
簿
、
確
定
申
告
書
に

添
付
し
て
提
出
さ
れ
た
事
業
概
況
説
明

書
な
ど
が
審
理
さ
れ
ま
す
。

続

い
て
、
第
二
次
調
査
選
定
作
業
と

し
て
調
査
担
当
者
が
事
業
内
容
や
財
務

上
の
問
題
点
に

つ
い
て
チ

ェ
ッ
ク
し
、

必
要
に
応
じ
て
外
観
調
査
を
行

い
ま
す
。

そ
し
て
、
必
要
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
実

地
調
査
に
展
開
し
ま
す
。

な
お
、
第
三
者
に
よ
る
通
報
や
内
部

告
発
を
き

っ
か
け
に
税
務
調
査
が
行
わ

れ
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。

一
般
的
に
調
査
対
象
に
な
り
や
す

い
会

社
の
特
徴
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
点

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

①
　
決
算
書

の
売
上
高
、
利
益
等
が
大

き
く
変
動
し
て
い
る
会
社

②
　
福
利
厚
生
費
が
多
す
ぎ
る
会
社

①
　
工酬
回
の
調
査
か
ら
三
年
以
上
経
過

し
て
い
る
会
社

④
　
個
人
借
入
金
が
大
幅
に
変
動
し
て

い
る
会
社

⑤
　
大
き
な
設
備
投
資
を
行

っ
た
会
社

３
　
士用
上
調
査
の
ポ
イ
ン
ト

∩Чに様倒鰤随柳徹畔報埼胤『珀

の
あ
た
り
が
ポ
イ

ン
ト
と
な
る
の
で
す

力

？Ａ色
の聴勇嚇靭町場辮」げると、次

い
　
士冗
上
げ
は
、
現
金
売
上
か
掛
売
上

か
が
確
認
さ
れ
、
特
に
現
金
売
上
に

つ
い
て
は
、
そ
の
売
上
計
上
が
正
し

い
か
ど
う
か
が
売
却
商
品
等
に
よ

っ

て
検
討
さ
れ
ま
す
。

９
　
収
益

の
計
上
時
期
が
最
重
要
ポ
イ

ン
ト
に
な
り
ま
す
。

会
社

の
営
業
収
益

の
計
上
は
、
原

則
的
に
は
、
収
益
が
実
現
し
た
と
き

に
計
上
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
「
引
渡
し
の
あ

っ
た

日
」

に
計
上
す

べ
き
な

の
で
す
が
、

実
務
上
、
図
表

１
の
請
求
日
や
入
金

も
の
は
、
継
続
し
て
支
払
期
日
に
収

益
を
計
上
す
る
利
払
日
基
準
で
計
上

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

⑤
　
配
当
を
受
け
取
っ
た
場
合

原
則
は
、
配
当
な
ど
の
金
額
が
確

定
し
た
時
に
計
上
し
ま
す
が
、
特
例

と
し
て
配
当
を
受
け
取

っ
た
日
に
計

上
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

４
　
消
費
税
の
調
査

（ｎЧて嘲翻御つ『靖肺Ｗ札累戦すっ

力

？

．

Ａ
基

正
僻
働
吋
Ⅵ
紳
鞘
勒
脚
醐
潮
囃
剃

課
税
売
上
高

の
免
税
点
が
三
千
万
円
か

ら

一
千
万
円
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と

で
、
免
税
事
業
者
か
ら
課
税
事
業
者
と

な

っ
た
者
も

い
る
こ
と
か
ら
、
調
査
も

厳
し
く
な

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

ま
た
、
赤
字
会
社

で
も
税
務
調
査

の

対
象
と
な
り
ま
す

の
で
、
消
費
税
に
関

す
る
帳
簿
と
請
求
書
等
を
し

っ
か
り
保

存
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
記
載

に
不
備
が
あ

っ
た
歩
合
は
、
仕
入
税
額

控
除
が
認
め
ら
れ
な
く
な
り
、
納
付
す

る
消
費
税
額
が
増
え

て
し
ま

い
ま
す
。

図
表
３
を
参
考
に
留
意
し
て
下
さ
い
。

５
　
新
し
い
調
査
ポ
イ
ン
ト

Ｑ
し輸一い鶏
鋼
獅鞘
ンと

愈

碑

蝕

蜂

毎

珊

鰐

働

や
定
期
同
額
給
与
等
役
貝
給
与
に
関
す

る
実
態
把
握
も
今
後

の
大
き
な
ポ
イ
ン

ト
に
な
り
そ
う
で
す
。

(図表3)仕入税額控除の条件となる記載事項

●

10月 号 ――-2

●

3--10月 号

(図表1)収益計上日

渡           求    全
日

含 三         

日   日

(図表2)計上基準

商品等を出荷したときに引渡しがあったとする方式

険収基準 商品等の購入先が検収したときに引渡しがあったとする方式

商品等の購入先が使用収益することができるようになった日に

引渡しがあったとする方式

検針などによって販売数量を確認した時点で引渡しがあったと

する方式

請求書等の記載事頂

1 書類の作成者の氏名または名称

2 取引の年月日

3 資産またfよ役務の内容

4 取引の金額

5 書類の交付を受ける事業者の
氏名または名称

帳簿の留意点

1 課税仕入れの相手先の
氏名または名称

課税仕入れを行った年月日

課税仕入れの内容

課税仕入れの対価の額


